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被 告 国 は， 本 準 備 書 面 にお い て ，原 告 らの2017（ 平 成29） 年10月2

4日 付 け準備 書 面 （50） （以 下 「原 告 ら第50準 備 書 面 」 とい う。） に対 し，

必要 な範 囲で反 論 す る。

な お ，略 語 につ いて は， 本 準備 書 面 で新 た に用 い る もの の ほ か は， 従 前 の例

に よ る。 参 考 ま で に本 準備 書 面 の末 尾 に略称 語 句 使用 一 覧 表 を添 付 す る。

第1は じめ に

原 告 らは， 国 際原 子 力機 関 （以 下 「IAEA」 とい う。） が平 成27年9

月 に公 表 したIAEA福 島第 一原 子力発 電 所 事故 事務 局長 報 告書 （以下 「I

AEA事 務 局 長 報 告 書 」 とい う。 甲A第137号 証 ）及 び そ の附 属 文 書 で

5巻 か ら成 る技 術 文 書 の うちの 第2巻 （以 下 「IAEA技 術 文 書2」 とい

う。 甲A第157号 証 及 び 第158号 証 の1） は ， 従 前 の原 告 らの主 張 を

強 固 に裏 付 け る も ので あ る と主 張 す る （原 告 ら第50準 備 書 面 第1の5・

10ペ ー ジ以 下）。

この点 ，IAEA事 務 局長 報 告 書やIAEA技 術 文書2に は ，IAEAの

真 意 は ともか く， あ た か も福 島第 一 発 電 所 事 故 前 か ら津 波 ハ ザ ー ド評 価 手

法 に 関す る国 際慣 行 な る もの が存 在 し， 我 が 国 が これ に沿 わ な い方 法 で津

波 ハ ザ ー ドを評 価 して い た か の よ うな記 載 が あ る が， これ らは いず れ も誤

りで あ る。 ま た ，原 告 らは ，IAEA技 術 文 書2が 福 島第 一発 電所 事 故 の

後 に形 成 され た知 見 に基 づ い て被 告 国 の規 制 の在 り方 な どを評 価 して い る

こ とを正解 せ ず に ，IAEA技 術 文 書2の 記 載 内容 を 自己 に有利 に恣 意 的

に引用 してい る。

した が って，IAEA技 術 文 書2やIAEA事 務 局長 報告 書 を もって原 告

らの従 前 の主 張 が補 強 され る とはい えな い。

以 下 ，詳述 す る。
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第21AEA事 務局 長報 告書 及 びrAEA技 術 文書2に つ いて

11AEA事 務 局長 報 告書 の 作成経 緯 及 び 目的 につ いて

IAEAの 天 野 之 弥 事 務 局 長 は， 福 島第 一 発 電 所 事 故 後 の平 成24年9

月 のIAEA総 会 に お い て ，福 島第 一 発 電 所 事 故 に 関す る報 告 書 を作 成 す

る こ とを発 表 し， これ を受 けて ， 以後 ，IAEAに 加 えてOECD／NE

A（ 経 済 協 力 開発 機 構i／原 子 力機 関），UNSCEAR（ 原 子 放射 線 の影 響

に 関す る 国連 科 学 委員 会 ） 等 の 参加 を得 て設 置 され た 国 際諮 問委 員 会 （I

TAG） にお いて ，調 査検 討 が行 われ た。

国際諮 問委 員 会 に は 「事故 の詳 細 と背景 」，「安全 性評 価 」，「緊急 時対応 」，

「放 射 線 影 響 」， 「事 故 後 対 応 」 のテ ー マ ご とに5つ の ワー キ ン グ ・グル ー

プ が設 置 され ，各 分 野 そ れ ぞ れ にお い て 検討 が 進 め られ ， そ の検 討 結 果 と

して取 りま とめ られ た の がIAEA事 務 局 長 報 告 書 で あ り， 平成27年6

．月のIAEA理 事 会 に か け られ ， 同年9月14日 か ら同月18日 ま で行 わ

れ たIAEA総 会 にお い て公 表 され た もので あ る。

IAEA事 務 局長 報 告 書 には ，巻 頭言 と して ， 「本 報告 書 は， 世界 中の 政

府 ， 規 制 当局及 び原 子 力 発 電所 事 業者 が ，必 要 な教 訓 に基 づ い て行 動 を と

れ る よ うにす るた め， 人 的 ，組 織 的及 び技 術 的要 因 を 考慮 し， 何 が ， なぜ

起 こった のか につ いて の理 解 を提供 す る こ とを 目指 して い る」 （甲A第13

7号 証 の巻 頭 言 ） と記載 され て お り， 同報 告書 が ，原 子 力 事 故 とそ の検 証

を踏 ま え て， 将 来 に向 け て必 要 な教 訓 を導 き出 し， これ を世 界 に 向 け て提

供 す る こ とを 目的 とす る 旨 が表 明 され て い る。 この 点 ， 同報 告 書 の巻 頭 言

に は ，福 島 第一 発 電 所 事 故 に よ って ， 日本 の規 制 の枠 組 み にお け る幾 つ か

の 弱 点 が 明 らか に な った ，発 電 所 の 設 計 ， 緊急 時 へ の備 え と対応 の制 度 ，

重 大 な 事故 へ の対 策 の計 画 な どの点 で も幾 つ か の弱 点 が あ った な ど との指
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摘 が され ているが， これ らは，未 曽有 の原 子力災害 として現実 に発生 して

しまった福 島第一発電所事故 を踏 まえて，二度 とこの よ うな原子力事故 を

発 生 させ ないために，同事故発生前 の規制 の在 り方， シ ビア アクシデ ン ト

対策 に関 して，事故 防止 とい う観 点か らみ た問題点 を原因分析的なアプ ロ

ーチ によ り事後的 に洗 い出 し，今後 に向けた改善点 を指摘 した もので あっ

て，そ もそ も，事故が発生す る前 において，被告 国や事業者 が，結果回避

のた めの行為規範 ，法的義務 として，何 をす るべ きであったかについて触

れ た ものではない。 この こ とは，IAEA事 務局長報告書 の編集 注記 にお

いて， 「いかな る個人又は主体 による作為又は不作為について も，法的又 は

その他 を問わず，責任の問題 を扱 うこ とを意図す るものではない。」 と記載

され るな ど （甲A第137号 証196ペ ー ジ），同報告書が全 ての個人又は

主体 に対す る法 的又 はそ の他 の責任 問題 を扱 うこ とを意図 して作成 され た

ものでない ことが明確 に示 されている ところか らも明 らかである。

この よ うに，IAEA事 務局長報告 書は，福 島第一発電所事故の法的責

任 を追及す るこ とを 目的 として作成 され た報告 ではな く， 同事故 の状況や

原因 に関す る理解 を広 く共有す る とともに，同事故 を踏 まえて導 かれた教

訓 を世界 に向けて提供 し，今後 ，IAEA加 盟 国がか よ うな教 訓に基づい

て適切 な対応がで きるよ うにす るこ とを 目的 とした未 来志 向の文書 とい う

べ きであ る。それ ゆえ，IAEA事 務局長報告 書 に 「教訓」 として記載 さ

れ た各措置 も，被告 国の法的責任 の前提 となるよ うな福 島第一発電所事故

時点で予 見可能 な措置 ではな く， 同事故 によって初 めて得 られた知見，す

なわち，同事故前 の知見で は到底採 り得 ない措置で あって，同事故後 に初

めて判 明 した教 訓 も数多 く含 まれ てい る。 よって，IAEA事 務局長報告

書 をもって福 島第 一発電所事故 にお ける被告国の予見可能性 が導 き出せ る

とはいえない。
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も とよ り，IAEAは ，国 際機 関 とい う立場 上 ，国 際的 に通用 してい る手

法 ，慣 行 との対 比 とい う視 点 に立 つ こ とが 中心 とな り，個 々の 地域 に お け

る手 法や 慣 行 の 当否 につ い て ，地 震 の頻 度 や 規模 ， 歴 史 的 な記録 の 充 実度

に応 じた き め細や か な検 討 が な され る こ とが期 待 しに くい。 そ の た め， 地

震 国で あ り， かつ ，歴史 的記 録 もあ る程 度 存在 す る とい う我 が国 の独 自性 ，

固有 性 に依 拠 した 手 法 の 当否 につ い て ， きめ細 や か な検 討 をす る こ と も十

分 には期待 し難 い とい う面 が あ る。

これ まで も述べ てきた とお り，本件 訴訟 で争 われ てい るの は，福 島第一発電

所 事故 発 生 前 にお け る行 為規 範 として の被 告 国の 法的義 務 の有無 で あ る とこ

ろ，上記 の とお り，IAEA事 務 局長報告 書は，福 島第 一発電 所事故 の発 生 を

踏 ま えた事 後的 な原 因分析 とその評 価 を 目的 とす るもので あったか ら，それ を

根拠 に直 ちに被告 国や事業者 の法的責任 や法的義務 を導 くこ とはできない。

21AEA技 術 文書2の 意 義 及 び構 成等 につ いて

IAEA事 務 局長 報告 書 は ，要約 及 び概 要報 告書 に よ り構成 され てい る と

ころ，後者 は5巻 の詳 細 な技術 編 と呼 ばれ る文書 等 の 内容 を 引用 して い る。

IAEA技 術 文書2は ， この5巻 の詳 細 な技 術編 の うち の第2巻 で あ る。

IAEA技 術文 書2は ， 「SafetyAssessment」 す な わ ち 「安 全評価 」 にっ

い て記 載 した文 書 で あ るが ，そ の うち， 「2．1外 部 事象 との 関連 にお け る

発 電 所 の評 価 」 の 項 目が ，地 震 や 津 波 等 の外 部 事 象 に 関す る安 全 評価 にっ

い て 記 載 され た 部 分 で あ り，原 告 らが提 出 して い る抄 訳 文 書 （甲A第15

8号 証 の1） も同項 目を和 訳 した もの で ある。

そ して ，上記 の項 目は，以 下 の とお り，8つ の章 か ら：構成 され て い る （原

告 らの和 訳 に従 う。）。

2．1．1． サイ ト特性 ：福 島サ イ トの設 計 基準 の再 評価 と， 主 プ ラン

ト地盤 高 の選 定
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この うち，

震 に関す る内容 と津 波 に関す る内容 が 区別 して記 載 され てい る。

この点 ，地震 ハ ザー ドに対す る検 討 事項 の概 略 を述 べ た 「2．1．2．1．

地 震 ：ハ ザー ドと設 計 上 の検討 事 項 」 にお い て は， 地震 に 関連 したIA

EAの 指針 等 と して ，安全 シ リー ズNo．50－SG－S1「 原 子 力 プ ラン ト立地 に

関連 す る地 震 と付 随 す る 問題 」 が 昭 和54年 に ， そ の 後 ，平 成3年 に は，

その 内容 が大 幅 に改 訂 され た安 全 シ リー ズNo．50－SG－S1（ 改訂 版 ） が刊 行

され ，更 に最 新 版 と して ， 平 成22年 に刊 行 され たIAEA安 全 基 準 シ リ

ー ズNo ．SSG－9「 原 子力 施設 のサイ ト評価 にお け る地震 ハ ザー ド」にお い て，

2． 地震 ・津 波 ハ ザー ド評 価 及 び設 計 の諸 項 目に関連す る国際

安全 基 準

2．1． 地震 ：ハ ザ ー ドと設 計 上 の検 討 事項

2．2． 津波 ：ハ ザ ー ドと設 計上 の検 討 事項

3． 地震 ・津波 ハ ザー ドと設 計諸 項 目に 関連 す る 日本 国 内の規

制 慣行

3．1． 地震

3．2． 津波 と外 部 浸水

4． 地震 ハ ザー ドの設 計基 準 と再 評価 ，及 び福 島第 一原 発 の供

用 寿命 中 に取 られ た 是正 措置

津波 ハ ザー ドの設 計基 準 と再 評価 ，及 び福 島第 一発 電所 の

供 用 寿命 中に取 られ た是 正措 置

複 数 基 型サ イ ト， 同一 地域 内 の複 数 サ イ トにお け る激 甚外

部 事象

ま とめ

考 察 と教 訓

「2．1．2． 」 ない し 「2．1．5． 」 の各 章 にお いて は，地
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地震 に関す る基 準 等 を定 め た こ とが記 載 され て い る （甲A第158号 証 の

1・8ペ ー ジ）。

これ に対 し，津 波 に つ いて は ， 「2．1．2．2． 津波 ：ハ ザ ー ドと設

計 上 の検討 事 項 」 にお い て ， 津 波 に 関連 したIAEAの 指 針 等 と して，I

AEA安 全 基 準 シ リー ズNo．NS－G－1．5「 原 子 力 発 電所 の設 計 にお け る地 震

以 外 の外 部 事象 （2003）」 及 びNo．NS－G－3．5「 沿岸 ・河 川 に立 地す る原 子

力 発 電所 の浸 水ハ ザー ド （2003）」 が平成15年 に刊行 され ， そ の後 ，No．N

S－G－3．5は ，平 成24年 にSSG－18「 原 子 炉 等 施 設 の 立地 評 価 にお け る気

象 ・水 理 ハ ザ ー ド」 と して最 終 改 訂 され た 旨が 記 載 され て い るが （甲A第

158号 証 の1・9ペ ー ジ）， か か る指針 の 中で 津波 そ の もの に特化 して検

討 した もの は存 在 せ ず ， そ の他 ，福 島第 一 発 電 所 事 故 ま で に ，IAEAに

よ って 津 波 のハ ザ ー ド評 価 手 法 につ い て 具 体 的 な 内容 を伴 う指 針 が示 され

た こ ともな かった。

この よ うに ，指 針 類 に関す るIAEAの 検 討 経 緯 に は ， 地震 と津 波 とで

大 き な違 い が あ る の で あ って ，IAEA事 務 局長 報 告 書 及 びIAEA技 術

文書2を 正 しく理 解 す るた め に は，IAEAが ， 指針 類 を示す 上 で ，地 震

とそれ 以外 の外 的事 象 （津 波 な ど） を 明確 に分 けて 捉 えて い た こ と，福 島

第 一発 電所 事故 以前 に津 波 の ハ ザ ー ド評 価 手法 につ いて 具 体 的 な 内容 を伴

う指針 を示 した り， 津 波 のハ ザ ー ド評 価 手 法 につ い て地 震 と同様 のハ ザ ー

ド評 価 手法 を用 い る よ う推 奨す る こ ともなか っ た こ とに留意 すべ きで あ る。

第31AEAが 述べ る津波ハザー ドの評価手法 に関す る国際慣 行は，福 島第

一発電所事故発生 当時存在 しなか ったか ら， これ を根拠 に原告 らの主張が

補強 されるとはいえないこと

1原 告 らの主張
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原 告 らは，IAEA技 術 文 書2の うち ，以 下 の記 載 を引用 し， 「IAEA

の示 す 一 般 的 な 国 際慣 行 で は ，歴 史 上 のデ ー タ を得 る こ とが で きな い場 合

には ，安 全 寄 りの仮 定 を追 加 し，決 定論 的 手 法 を用 い る こ とに よ り年 間発

生頻 度 の非 常 に低 い激 甚 事 象 の発 生 可 能 性 を勘 案す る。被 告 国 の 主 張 は ，

国 際慣 行 に も一 致 してい ない 。」 （原 告 ら第50準 備 書 面11ペ ー ジ ） な ど

と主 張す る。

「日本 国 内の手 法 と国 際慣行 との齪 酷 を指摘 してお きた い。 前節 で述べ た

とお り，1960年 代 と1970年 代 に は， 地 震 とそ れ に付 随 す る （津 波

な どの） ハ ザー ドの推 定 手 法 を適 用 す る際 には ，歴 史記 録 を用 い るの が一

般 的 な 国際慣 行 で あ った。 この手法 は基 本 的 に，決 定論 的 な もの で あった。

安 全 シ リー ズNo．50－SG－S1に 詳 述 され てい る よ うに，歴 史 記録 の あ る最 大

の震 度 ま た は規 模 に上 乗 せ し，そ の よ うな事 象 が サ イ トか ら最短 の距 離 で

起 き る と想 定す る こ とに よ り， 安 全 余 裕 を大 き め に取 る こ とで ，年 間発 生

頻 度 の非 常 に低 い ，未 実 測 の激 甚 事 象 に 関す る情報 の欠 如 を補 うの が 国際

慣 行 で あ っ た。 比 較 的 短 い 実 測 期 間 で は， 最 大値 が得 られ て い な い可 能 性

が あ る こ とを割 り引 いて 考 え るた め で あ るが ， 日本 で は これ が行 われ て い

なか った。」， 「この手 法 （引用 者 注 ：津 波 評価 技 術 の よ うな既 往 最 大 に基 づ

く手 法 ） で は， 以 下 の各 点 に留 意 す る必要 があ る。 （中略 ） わず か数 百年 と

い うご く近 年 の歴 史 記 録 しか 用 い て い ない こ と。 激 甚 事象 （代 表 的 に は再

来 間隔1万 年 規 模 ） の発 生 可 能性 を勘 案 す る必 要 性 に つ い て ，安 全 寄 りの

仮 定 を設 けて い なか った こ と。」 （原 告 ら第50準 備 書 面11及 び12ペ ー

ジ， 甲A第158号 証 の1・11，12及 び26ペ ー ジ）

2被 告 国の 反論

（1）は じめ に

前 記1の 引用 部 分 に よ る と， あた か も安全 シ リー ズNo．50－SG－S1（ 丙
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A第126号 証 の1， 翻 訳 版 につ き丙A第126号 証 の2。 以 下 同 じ。）

が刊行 され た昭和54年 頃 には ，津波 のハ ザ ー ド評 価 手 法 に関す る国際慣

行 として ，歴 史記録 上 の最 大震 度 又 は規模 に上乗せ を した上 で ，そ の よ う

に上乗 せ され た津 波 が原 子 炉 か ら最短 距離 で起 き る こ とを想 定す る とい う

もの が存 在 した とい う趣 旨 に も読 め る。 確 か に ，地 震 動 につ い て は ， 震

度 又 は規模 を上乗せ す る こ とや 最 短 距離 で発 生す る こ とを想 定す る とい う

国 際慣 行 が存在 した が＊1，これ は，地 震動 につい て のみ通 用す る もの で あ っ

た 。 した が っ て ， これ を津 波 に直 接 適 用 で き るハ ザ ー ド評価 手 法 で あ る

と してい る点 におい て， 上記 の記 載 は 明 らか に誤 って い る。

ま た ，前 記1の 引用 部 分 の とお り，IAEA技 術 文 書2は 「この 手 法

（引用 者 注 ：津波評 価 技術 の よ うな既 往最 大 に基 づ く手 法） で は，以 下 の

各 点 に留意 す る必 要 が あ る。 わず か数 百年 とい うご く近年 の歴 史記 録 しか

用 い てい ない こ と。 激 甚事 象 （代 表 的 には再 来 間隔1万 年 規模 ） の発 生 可

能 性 を勘 案 す る必 要 性 につ い て， 安 全 寄 りの仮 定 を設 けて い な か った こ

と。」 と記載 してい るが ， そ もそ も，IAEA技 術 文 書 が上 記 引用 箇 所 で

「この手 法」 と指摘 して い るの は， 当該 箇所 の 直前 を読 めば明 らか な とお

り， 「既 知 の有 史デ ー タだ けを用 い て」 「設 計 基準 の決 定 に適 用 され てい た

手 法」 で あ って ，津波評 価 技術 の こ とを指 して はい ない か ら，原告 らの注

＊1我 が国 において は，か よ うな国 際慣 行 にのっ とった運用が行 われ て いた （例 えば，福 島第一発

電所 の耐震 バ ックチ ェ ックにおい ては，地震 地体構 造 〔いわ ゆる萩原 マ ップで は 「地震地体構 造」

とは，地 震 の起 こ り方 ［規模， 頻度 ，深 さ，震源 モデ ル な ど］ に共通性 の あ る地体構 造 をい う。〕

のG3領 域 の陸側境 界 付近 の福 岡県 沖 で， 昭和13年 に3回 発 生 した塩 屋崎 地震 群 〔最大 マ グニ

チ ュー ド7．5〕 が連動す るもの と仮想 した際，規模 を上乗せ してマ グニチ ュー ド7．9の 検 討用

地震動 と して評価 してい る。）。
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記 は読 み 手 を誤 導 す る もの で あ っ て不 当 で あ る。 さ らに ，後 記 第5で 詳

述す る とお り，津 波 に関 して， 「激 甚 事象 （代 表 的 に は再 来 間 隔1万 年 規

模 ） の発 生 可能性 を勘案 す る必 要性 につ いて ，安全 寄 りの仮 定 を設 け」 る

よ うな国 際 慣 行 は存 在 せ ず ，IAEAが そ の よ うな こ とを推 奨 して い た

形跡 も見 当 た らない。

以下 ，個別 に詳述 す る。

（2）前 記1のIAEA技 術 文 書2の 引 用 部 分 は ， そ の 内 容 自体 が 誤 りを含

む もの で あ る か ，福 島第 一 発 電 所事 故 に よ り初 め て 得 られ た知 見 に基 づ

くもの で ある こと

ア まず ， 昭 和54年 当時 ， 津 波 ハ ザ ー ドの評 価 手 法 につ い て ，IAE

A技 術 文書2が 述 べ る よ うな 国際慣行 な どは存在 しなか った し，IAE

A自 体 ，津 波ハ ザ ー ドの評 価 手法 につ いて ，具 体 的 に取 り上 げた り，特

定 の 見解 を紹介 ・推奨 した りす る こ ともな く，津波 のハザ ー ド評 価 手法

につ い て，地震 と同様 のハ ザー ド評価 手法 を用 い る よ う推 奨す る こ とも

なか った。

す なわ ち，上 記 のIAEA安 全 シ リー ズNo．50－SG－S1の 記 載 上 も，

抽 象 的 に，「過 去 の津 波 また は似 た よ うな現 象 を示す 歴 史 的記録 の評 価 」，

「沖 合 の地震 また は火 山活 動 の徴候 の調査 」及 び 「た とえ，歴 史 的 な津

波 の記録 がな い場合 で も，地震 が活 発 なエ リア か ら発 生 す る津波 に，サ

イ トが どの程 度 ，被 害 を受 けや す いか の調 査」を予 備 的調 査 と して行 い，

それ に よって潜 在 的 に津 波 の リス クが示 され た 場合 に は， さ らに， 「そ

の地域 ， サイ ト周辺 と似 た よ うな地形 お よび海 底 地 形 を伴 う， そ の他 の

沿岸 部 」等 にお け る津 波 の 発 生 と強 度 に関す る証 拠 収集 ， 「沿岸 地方 か

ら， 大 陸棚 の端 ま で の地 形 お よび海 底 地形 」 に 関す るデ ー タ収 集 ， 「サ

イ ト周 辺 にお け る津波 の動 きを推 定す る 目的」 の 「適切 な分 析 的， 物理
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的 モ デル 」の構築 を行 うな どの詳 細 な調 査 を した上 で ，「サ イ ト周辺 で ，

最 も厳 しい結果 を もた らす可 能性 のあ る，遠 方 の津波 発 生源 を特 定 」し，

「発 生源 エ リア の各 々 につ いて ，津 波 の強度 デ ー タ」 を収集 す べ きな ど

と記載 され て い るだ けで （丙A第126号 証 の1・24な い し26ペ ー

ジ， 同号証 の2・36及 び37ペ ー ジ）， 地震 にお け る考 慮 要 素 と して

当然 で あった過 去 の事 象 の収 集や 分 析 ，そ れ を踏 ま えた予 測 に 関連 す る

事 項 が抽象 的 に列 挙 され て い た にす ぎない。 また ， 同安 全 シ リー ズ （丙

A第126号 証 の1及 び2） で は ， 「5地 震 に よっ て発 生す る波 」 に

おい て，津 波 につ い て も記載 が され てい るが ，津波 につ いて は主 に歴 史

記 録 に基 づ く調 査 等 につ い て述 べ てい るので あ って，少 な くと も，津 波

に 関 して，上記 地 震 の震源 の よ うに地震 が活発 な構 造 上 （seismically

activestructure） の領 域 ，又 は ，地震 地 体構 造 区分 の境 界部 （seismo

tectonicprovinces） にお い て， サ イ トに最 も近 い位 置 に設 定す べ き と

な ど とす る記 載 は され て い な い。 これ は ，IAEA技 術 文 書2が 述 べ

る上記1の 記 載 が ，津 波 の 評価 モ デ ル と して ， 歴 史記 録 上 の 最 大震 度

又 は規 模 に何 らかの上 乗 せ を し， これ が最 短距 離 で起 き るこ とを想 定 す

る とい うもの で は全 くない こ とを意 味す るので あ って ，上記 安 全 シ リー

ズ の記 載 の評 価 手法 も， 津 波 の評 価 に関 し国 際 的 に一 般 的 に採 られ て

いた もので あ る こ とを裏 付 け る よ うな もので は なか った とい うべ きで あ

る。

この点，佐 竹 教 授 が，そ の意 見書 （2）（丙B第16号 証 ）にお い て，「I

AEAが1960年 ない し1970年 代 にお いて津 波ハ ザ ・一 ドの評 価 手

法 につ い て具 体的 に取 り上 げた こ とはなか っ た し，ま してや ， 基準 断層

モ デル の波源 の位 置設 定 につ い て，原 子 炉 に最 も近 い位 置 に波源 を移す

とい う見解 を紹介 した り，推 奨 した りした とい うこ とは ない。 津波 ハ ザ
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一 ドの評価 手 法 に限 っ て言 えば， そ もそ も1960年 な い し1970年

代 に国際 的 な実務 の慣 行 な るもの は存在 しな かった。」（同 号証3ペ ー ジ）

と述 べ てい るの も， 同様 の趣 旨で あ る。 なお ，佐竹 教授 は， 地震 津波 に

関す る学 問的 知 見 の進 展 につ い て ， 「1960年 代 はプ レー トテ ク トニ

クス説 に よるプ レー ト間地 震 の考 え方 が提 唱 され 始 めた時期 で あ り，1

960年 のチ リ地 震や1964年 のア ラスカ地震 の規模 がマ グニ チ ュー

ド9ク ラス で あっ た こ とが 明 らか に なっ たの は， しば らく後 の1970

年 代後 半で あ った。 そ して ，津波 に関 し，計算機 によ る津 波 の発 生 ・伝

播 の シ ミュ レー シ ョンが一般 的 に行 われ る よ うにな った の は，1980

年 代 以 降 の こ とで あ る。」 （同号証5ペ ー ジ） とも述 べ てい る。

IAEAの よ うに原 子 力 に 関 して 最 も権 威 の あ る国 際 的 な専 門機 関

が ，前 記 の よ うな誤 りをIAEA技 術 文 書2に 記 載 した理 由 は判 然 とし

ない が，原 子 力 の平和 利用 の分野 にお いて ，原 子炉施 設 に関す る安 全基

準 を始 め とす る各 種 の 国際 的な安 全 基 準 ・指針 を作 成 ・普 及 して い る国

際機 関 と して， 従前 ，地 震 に比 して津 波 の取扱 い を軽 ん じ， 津波 ハザ ー

ドの評価 手法 に関 して確 た る内容 を持 った安全 基 準 ・指針 を示 して こな

か った こ とを 自認 す る こ とがた め らわれ た もの とも推 測 され る。

イ ま た ，IAEA技 術 文 書2が 前 記1の 引用 部 分 で念 頭 に置 い てい る

のは ，飽 くまで も地震 動 のハ ザー ド評 価 手法 であ って， 津波 につい て も

同様 のハ ザー ド評 価 手 法 が 当 て は ま る と して い る と読 む こ とは で き な

い。

これ は ， 前 記1の 引 用 部 分 がIAEA技 術 文 書2の 「2．1．3．1

地 震 」 の 項 目の 中 で 述 べ られ た 内 容 の 一 部 で あ る こ と， そ の 中 で 更 に

引 用 され て い るIAEA安 全 シ リー一ズNo．50－SG－S1（ 丙A第126号

証 の1及 び2） で は ， 「3．3設 計 基 準 地 震 動 を演 繹 す る手 法 」 の 「3．
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3．1序 論 」 にお いて 「（b）地 震 が活発 な構造 上 の ， また は，地震 地 体

構・造 区分 （引用 者 注 ：丙A第126号 証 の2・19ペ ー ジ 上 か ら7行

目の 「地 増 構 造 区」 は誤 記 で あ る。） の境 界部 の， サイ トに最 も近 いポ

イ ン トにお け る， この最 大 地震 ポテ ン シャル の発 生 に よ って，サ イ トに

お いて 生 じる設 計 基 準 地震 動 を算 定す る。」 と記載 され ，震源 を， 地 震

が活発 な構 造上 の （seismicallyactivestructure） の領 域 又 は地震 地

体 構 造 区分 （seismotectonicprovinces） の境 界 部 にお い てサイ トに近

い位 置 に設 定すべ き と述 べ てい る ことな どか らも裏 付 け られ る。

ウ ー般 論 と して，地 震 は，震 源 か ら地震 動 を評 価す る地点 ま での地 質構

造 が同一 で あれ ば ，震 源 か らの距離 が近 い ほ ど観測 され る地震 動 は大 き

くな る こ とか ら，震源 モデル を地震 地体 構 造 区分 の境 界部 におい てサ イ

トに近 い位 置 に設 定す るこ とは，安 全裕 度 を増 す こ とにな る と考 え られ

る。

しか しな が ら，津波 地震 につ いて は， 地震 のマ グニ チ ュー ドに比 して

津 波高 が格 段 に大 き くな る とい う特性 を もってい る上 ，津 波水位 を評価

す る地 点 に近 い 陸寄 りに波源 を設 定 した場合 の方 が，評 価 地点 か ら遠 い

日本海 溝 沿 いの プ レー トの沈 み込 み が浅 い場 所 に波 源 を設 定 した場 合 に

比 較 して ，必 ず し も評 価 地点 にお け る津 波水 位 が大 き くな る とは 限 らな

い。 つ ま り， 津波 地震 につ いて は， 波源 の位 置 を評 価 地点 に近 づ けて津

波 のハ ザ ー ド評価 を行 っ た と して も，安全裕 度 を増 す こ とには必 ず しも

結 びっ か ない ので あ る。

した が って ，前記1の 引用 部分 が 地震 動 のハ ザー ド評 価 手法 につ い て

述 べ る もので あった と して も， それ を津 波地 震 の場 合 にそ の まま 当て は

め るこ とはで きない こ とにな る。 そ うす る と，地 震 にお け るハ ザー ドの

評 価 手 法 をそ の まま津 波ハ ザ ー ド評 価 手法 と して適 用す る とい う考 え方
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自体 が誤 りとい え るの で あ って，IAEA技 術 文書2を その よ うな考 え

方 に基 づ くもの として解 釈す るの は相 当で ない とい うべ きで あ る。

工 以 上 の とお り，IAEA技 術 文書2の 作 成 時 に お い て ，津 波 のハ ザ

ー ド評 価 手 法 に 関す る国 際慣 行 な る もの は存 在 せ ず
， そ れ ゆ え， 前 記

1の 引 用 部分 も， 津 波 で は な く， 地震 動 に 関す るハ ザ ー ド評 価 手 法 に

つい て述 べ てい る もの と解釈 す べ きで あ る。

この こ とは，佐 竹 教授 が，意 見書 （2）（丙B第16号 証 ）にお いて ，「設

計 津 波 の水位 計算 手 法 につ い て津波 評価 技術 が発 表 され た2002年 当

時， さらには，IAEAが 津波 評価 技術 を参考 と して安全 指針SSG－

18を 策 定 して い る作業 の途 上 にあ った2011年 当時 にお い て も， 日

本 の知 見が む しろ世 界 を リー ドしてい た と考 え られ る。 目本 の津 波ハ ザ

ー ド評 価 が 国際 的 な潮 流 と齪齪 す る独 自の慣 行 に基 づい て執 り行 われ て

いた とは考 え難iい。また ，そ もそ もIAEAの 示 す 国際慣 行 な る ものが ，

地 震動 につ いて は ともか く津波 ハ ザー ドの評 価 手 法 につ いて存 在 してい

た とは い えない。」 （同 号証 ・5ペ ー ジ） と述べ て い るこ とや ， 岡本 教授

が意 見 書 （丙B第11号 証 ） にお いて ， 「私 は ， 長 年 ，原 子 力 工 学 に携

わ っ て い ます し， そ の 中 で は海 外 の複 数 の原 子 力 発 電所 を視 察す るな

ど して い ます し，海 外 の知 見 に も触 れ て きて い ま す が ， そ れ を踏 ま え

て も，私 に はIAEAが ど う して そ の よ うな こ とを言 って い るの か理

解 が で き ませ ん し，法 務 省 訟 務 局 の担 当者 か らそ の よ うな こ とを教 え

て も らい ，大 変 驚 き ま した。 そ こで ， 具体 的 な英 文 を読 ん で み ま した

が ， この文 章 を ， 上記 の意 図 で読 む こ とは 間違 っ て い る と思 い ます 。

少 な くと も地震 対 策 につ い て は，国 際慣 行 を十 分 に満 足 してい ます し，

この文 章 で も， 東 京 電 力 が津 波 に対 す る評 価 を 開始 して い る こ とを ，

これ らの 国際慣 行 の流 れ の 中で前 向 きに と らえて い る と思 い ます 。 （中
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略 ） 津 波 に対 す る事 故 前 の リス ク認 識 は ，世 界 的 に も，IAEAも 例

外 で は あ りませ ん が ，地 震 に 比べ て低 か っ た の です 。 事 故 が 起 こっ て

しまっ た現 在 で あれ ば，津 波 の リス クを強 く認 識 で きます 。ち なみ に ，

同 じ論 調 を使 えば ，100年 前 の ツ ン グー スの 限 石 落 下 を10万 年 に

演繹 して 考慮 す れ ば ， 世 界 中の プ ラ ン トで 限 石 落 下 を考 慮 した 対 策 が

必須 とい う事 に な ります の で ，明 らか にお か しな論 理 構 成 にな ります 。

つ ま り， この 文 章 の意 図 は， 津 波 に対 す る対 策 が 不 十 分 で あ っ た事 を

意 図 して い る もの で は な い と考 え ざ るを得 ませ ん。 私 は ，地 震 学 ，津

波 学 の研 究者 で は あ りませ ん が ，原 子 力 工 学 の分 野 で も， 日本 の 土木

学 会 が作 成 した津 波 評 価 技 術 の 考 え方 は ， 津波 に対 す る最 新 の 考 え方

で あ る と捉 え られ て き ま した し， それ は 国 際 的 に もそ の よ うな評 価 を

受 け て い る もの と認 識 して い ま した。 む しろ，原 子 力発 電 所 にお け る

津波 対 策 の分 野 で は ， 日本 こそ が 最 も進 ん だ研 究 を して お り， 本 件 事

故 前 ま で ，他 国 で もIAEAの よ うな 国際 機 関 で も， 津 波 対 策 が取 り

上 げ られ る こ とは ほ とん どな か った も の と認 識 してい ます 。 他 国 で の

津 波 対 策 と して は， 先 に述 べ た よ うな米 国 のデ ィ ア ブ ロキ ャ ニ オ ン原

子 力 発 電 所 の事 例 な どが あ ります が ，米 国 の ほ とん どの原 子 力 発 電 所

で は地 理 的要 因 を理 由 と して津 波 対 策 は ほ ぼ考 え られ て い ませ ん で し

た。 この よ うに ，本 件 事 故 前 ま でIAEAが 津 波 を十分 に 取 り上 げ て

きた な ど とい う事 実 は な く， 日本 の津 波 対 策 が 国 際慣 行 に 反 して い た

な ど とい う解 釈 が 正 しい の で あれ ば， そ れ は，本 件 事 故 に対 す るIA

EAの エ クス キ ュ ー ズ で あ る と思 い ます 。」 （19及 び20ペ ー ジ） と

述べ て い る こ とか らも裏 付 け られ て い る。

また ， 国際 原 子 力 機 関 （IAEA） にお い て も， スマ トラ沖 地 震 津

波 を契機 に，被 告 国 及 び 被 告 東 電 等 も参 加 す る津 波 評 価 に 関す る国 際
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ワー ク シ ョップ を 開催 す るな ど した上 で ，従 前 「津 波 の検 討 を ほ とん

ど行 っ て い なか った」 （佐 竹 教 授 回答 書 〔丙B第14号 証 の2〕2ペ ー

ジ） 安 全 ガイ ドに津 波 評 価 に 関す る内容 を具体 的 に盛 り込 むべ く全 面

改 訂 作 業 を進 め， 福 島第 一 発 電 所 事 故 直 前 ま で に ， この分 野 で先 行 す

る我 が 国 の考 え方 を取 り入 れ ，決 定 論 的評 価 に よ る場 合 に は波 源 の設

定 等 に伴 う不 確 実 性 をパ ラ メ ー タ ス タデ ィに よっ て 考慮 す べ き で あ る

とす る新 た な外 部 溢 水 評 価 基 準 （後 のSSG－18） の最 終 ドラ フ ト

（DS417） を作 成 した と ころ で あ り （甲A第3号 証 ・340～3

41ペ ー ジ）， そ の 作成 過 程 で は 「IAEA担 当者 か ら， （中略 ） 特 に

津 波 に関 して は 日本 にお け る知 見蓄 積 が 多 く， それ らは新 基 準 の 中 に

反 映 したい との説 明 が あ （る）」 （丙A第238号 証 ・2－20ペ ー ジ，

5－9ペ ー ジ） な ど してい た し，実 際 に 同事 故 後 の平 成23年11月

に公 表 され たIAEAの 安 全 基 準 （SSG－18） にお い て も， 津 波

評 価 技 術 をIAEA基 準 に適 合 す る基 準 の例 と して参 照 してお り （丙

A第22号 証113な い し119ペ ー ジ），津 波 評価 技術 の考 え方 は科

学 的 に想 定 で き る最 大 規模 の津 波 を評 価 す る方 法 と して福 島第 一 発 電

所 事 故 の前後 を通 じて 国際 的 に も高 い評 価 を受 けて い た ので あ る。

した が って，我 が国 にお い て，津 波評 価 技術 とい う，津 波ハ ザー ド評

価 に地震 動 に 関す るもの とは別 の評 価 手法 が用 い られ て いた こ とは ，国

際的 な潮 流 を リー ドして いた と評 され る こ とは あ って も，津波 評 価技 術

が 国際水 準未 満 の低 い水 準 の評価 手 法 で あ ったな ど とはい えない。

（3）小括

以上 の とお り，前 記1のIAEA技 術文 書2の 引用 部分 は， その 内容 自

体 が地 震動 に関す るハ ザ ー ド評 価 手法 を津 波 に関 してそ の まま 当て は め る

こ とがで きるか の よ うな誤 りを含 ん でい る上 ，現 時点 におい て， 福 島第一
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発電所事故 によ り初 めて得 られた知 見に基づいて回顧的に考察 した記載 で

ある。原告 らの主張 は， これ らを正解せず にIAEA技 術報告書2を 恣

意的 に引用 して 自己の主張の補強 になる と強弁す るものであって，その

理屈 は我 田引水 にす ぎるとい うほかない。

第41AEAが 再 来 期 間1万 年 に1回 の津 波 を考 慮 すべ き で あ る と述べ て い

る とは考 え られ な い こ と

1原 告 らの主 張

原 告 らは， 「IAEAが 示 す 国 際慣 行 は， ま さに津波 評 価 技術 の よ うな既

往 最 大 の地 震 で は な く， 当時 か ら被 告 国 自 ら も公 表 してい た ，7省 庁 手 引

きや4省 庁報 告 書 の とお り，『想 定 し うる最 大 規模 の 地震 ・津波 』 を想 定す

る こ とを求 め て い た の で あ る。」 （原 告 ら第50準 備 書 面12ペ ー ジ） と し

て ，IAEA技 術 文書2の 以 下 の記 載 を 引用 し， 同記 載 が あ るこ とを もっ

てIAEAが 津 波 評 価 に お い て も1万 年 に1回 の再 来 周 期 を考慮 す べ き で

あった と指摘 して い るかの よ うに主 張す る。

「発 電所 の 当初 設計 時 点 での一般 的 な国際慣 行 で は， 地震及 びそれ に付 随

す る （津 波 な どの） ハ ザ ー ドの推 定 手 法 を適 用 時 に，歴 史記 録 を用 い る こ

と と され て い た。 必 要 と され る低確 率 （通 常 受 け入 れ られ て い る再 来 期 間

は1万 年 単 位 ） と釣 り合 うよ うな先 史 デ ー タ が ない こ とを埋 め合 わせ る た

め ， この慣 行 で は次 の よ うな想 定 を置 い てい た。 （i） 歴 史記 録 の あ る最 大

の震 度 ま た は規模 に上 乗せ す る決 ま り と， （i） 震源 をサ イ トか ら最短 距 離

に置 く想 定 とで あ る。」 （原 告 ら第50準 備 書 面12ペ ー ジ ， 甲A第158

号証 の1・45ペ ー ジ）

2被 告 国の反 論

IAEA技 術 文書2の 前記1の 引用 部 分 には ， 「国際 的 に認 知 され た， こ
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の安 全 寄 りで決 定論 的 な手 法 は，1970年 代 に用 い られ て い た 国 際基 準

に従 っ て策 定 ・審議 され た1979年 のIAEA安 全 シ リー ズNo．50－SG－

S1［11］に も反 映 され て い る」 と記 載 され て い る （甲A第158号 証 の1・

45ペ ー ジ）。

また ， この安 全 シ リー ズNo．50－SG－Sl（ 丙A第126号 証 の1及 び2）

は ， 「原 子力 発 電所 の立 地選 定 に関 す る地震 とそれ に 関連 す る トピ ック」 と

い うタイ トル か ら明 らか な とお り，主 に地 震 動 に関 す る問題 を取 り扱 っ た

もの で あっ て ，津 波 に つ い て ，波 源 を当該 原 子 炉 の立 地 地 点 に最 も近 い位

置 に設 定 して設 計 基 準津 波 を特 定す る よ うに求 め る 内容 が記 載 され て い な

い こ とは ，上 記第3の2で 述 べ た とお りで あ る。

そ うす る と，IAEA技 術 文 書2の 前 記1の 引用 部 分 の記載 は， 「地 震 の

震 源 設 定 にお い て は， 再 来 間 隔約1万 年 単位 とい うよ うな低 確 率 の事 象 を

代 替 す る方 法 と して， 震 度 の上 乗 せ と地 震 地体 構 造 内 で の サ イ トか ら最 短

距離 に置 く」 とい う地震 の震源 設 定 に関す る安全 シ リー ズNo．50－SG－Slの

考 え方 と符 合 す る もの の ， それ を超 え て， 津 波 ハ ザ ー ドの設 定 にお い て再

来期 間約1万 年 を考 慮す べ き とまで指 摘 して い る とは解 され ない。

した が って ，IAEA技 術 文 書2が 述 べ る ところの 「再 来 間隔1万 年 」 は

地 震 動 に 関す る もの で あ って ，津 波 に 関す る もので は な い とい え るか ら，

IAEAが 津 波 評 価 にお い て も1万 年 に1回 の 再来 周 期 を考慮 す べ き と指

摘 して い る 旨の原 告 らの主 張 は， 同文 書 の理 解 を誤 る もの で あ っ て ， そ の

前提 におい て理 由 がな い とい うべ きで あ る。

第51AEAは ，福島第 一発電所事故前に長期評価 の考 え方 に基づ いて津波

高 を予測すべきであったと述べて いるわ けではない こと

1原 告 らの主張
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原 告 らは，IAEA技 術 文 書2か ら，後 記 ① ，② の記 載 を引用 して ， 「I

AEA技 術 文 書 で も， 以 下 の とお り， 長期 評 価 に 従 った場 合 ，津 波 災 害 を

予測 で き た と結論 付 けて い る。」 （原告 ら第50準 備 書 面14，15ペ ー ジ）

と主 張す る。

① 「仮 に福 島 県 沖 の 日本 海 溝 断 層 で 起 き る地 震 の震源 モ デル と規 模 と

につ いて ，正 しい想 定 （地震 調 査研 究 推 進 本 部 の震 源 モ デル ） が行 わ

れ てい た な らば， 土木 学会 の手 法 で も，安 全 寄 りの津 波 高予測 値 を与 え

る こ とがで きた はず で あ る6」 （原 告 ら第50準 備 書 面15ペ ー ジ ， 甲

A第158号 証 の1・40ペ ー ジ ）

② 「国 内機 関 で あ る地 震調 査研 究 推進 本部 は， 日本海 溝 沿 いの他 の場 所

で もM8．2の 地 震 を考 慮す べ きで あ る と主張 して きた。東 電 の実 施 し

た試 算 に この立場 を適 用 してみ る と，得 られ た津 波浸水 水位 値 は201

1年3月 に発 生 した 浸水 水位 と非常 に近 く，標 準慣 行 を用 い て得 られ る

水 位 よ りは るか に高 くな った。 （中略）国 内外 で得 られ るすべ ての 関連デ

ー タを も とに安全寄 りの手法 を用い た評価 作業 では，2011年3． 月事故

時 に記録 された水位 に近い津波 高予測値 が得 られ ていた。」 （原 告 ら第50

準備書面15ペ ー ジ， 甲A第158号 証 の1・46ペ ージ）

2被 告 国 の反論

前 記1① の 引用 部 分 は ，被 告 東 電 が 行 った 明 治 三 陸 地震 の試 算 結 果 に っ

い て ， 単 に事 実 関係 を述 べ て い るにす ぎず ， これ を も とに津波 を予 見す る

ことがで きた と述 べ てい る もの で はない。

ま た ，前 記1② の 引用 部 分 は ，IAEA技 術 文 書2の 「2．1．7ま

とめ」 との項 目の 中で 述 べ られ て い る こ とか らも明 らか な とお り， 福 島第

一 発 電 所 事 故 を事 後 的 ・回顧 的 に検 証 した こ とに よ り導 かれ た ま とめ を述

べて い るにす ぎない。
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このよ うに，前記1① 及び② の各 引用部分 は，現時点か ら見て，福島第一

発電所事故 を回顧 的 に考察 した記載 にす ぎず ，被 告国が，福 島第一発電所

事故前 に，地震本部 の長期評価の見解 に基づいて津波高 を予測すべきであっ

た と述べ るものではない とい うべ きである。

したが って，前記1① 及 び② の引用部分 を もって，長期評価 によって被

告国の予見可能性 が基礎づ け られ る とす る原告 らの主張が補強 され るとは

いえない。

第6結 語

以上の とお り，IAEA技 術文書2の うち原告 らが 自己の主張 を裏付 ける

もの として引用す る各部分 は，地震動 ではな く津波ハザー ド評価手法 に関

す る国際慣行があったかの よ うに読めるな どの誤 りを含む ものであった り，

福 島第 一発電所事故 に よ り初 めて得 られた知見 に基づいて同事故 を事後 的

・回顧 的 に考察 したに とどまる もので あるか ら， 同文書や これ を引用す る

IAEA事 務 局長報告書 を もって被告 国の規制権 限不行使 の違 法 をい う原

告 らの主張が補強 され るとはいえない。

以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペ ー ジ 備考
訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付け訴状訂正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審 口頭弁論終結 日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3月11日 に被告東電 の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質

が放出される事故 5

国会事故調査報 国会 における第三者機関による調査 答弁書
告書 委員会が発表 した平成24年7． 月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難i等に係 る損害につい

て） （第一 次追補 ） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難区域等の見
直 し等 に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研 究，開発及び利用に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6月24日 答弁書
画 に新たな 「原子力 の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書
計画 4日 に新たな 「原子力 の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖から房総沖にかけての地震活 答弁書
動の長期評価 について

53

政府事故調査中 政府に設置された東京電力福島原子 答弁書
間報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員 会作成 の平 成23年12． 月26日

付 け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償 法 （昭和22年10． 月27 答弁書
日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止に関す る法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面
処分 昭 和41年12． 月1日 ， 同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3． 月29日 ，

同3号 機 につ い ては， 昭和45年1

月23日 ， 同4号 機 につ いて は，昭

和47年1月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会によって策定 された原子炉立地審

査指針

19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会によって策定 され同月

23日 に原子力委員会において も了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面
設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行わ

れ，平成2年8月30日 付 け原 子力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3月29日 に国 際放

射線防護委員会による1990年 勧

告を受けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 され た 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原 子力 安全 第1準 備書面
設計審査指針 委員会 において，決定 された耐震設

計審査指針
30



本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面
平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

ク ロロキ ン最高 最 高裁 判所 平成7年6． 月23日 第 二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決， クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

クロロ キン最高 宅建業者最高裁判決及びクロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊じん肺最高 筑豊じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶 長 三陸地震 （1611年 ） 及び1 第2準 備書面
677年11月 の地 震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成24年7月23日 付
け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震によって東北地方 に到来

した とされている津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生 した地震

57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面

員 が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表 した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波 の

数値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹健

治 ・行谷佑 一 ・山木滋 ） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津 波，地 質 ・地盤 合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係る中間報告
の評価 について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震

ぴ 安全性 に係 る中間報告の評価 につい
て 」 79

原告 ら準備書面 原告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面

（2） 1月7日 付 け準備 書面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平 成26） 年3 第5準 備書面

（10） ．月12日 付 け準備 書面 （10）

1



原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面
（13） 月7日 付 け準備 書 面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面
裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平 成26） 年3 第6準 備書面
（11） ．月5日 付 け準備書 面 （11）

1

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平 成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備書 面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後 の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安 のために必要

な措置 79

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面
（18） 0．月29日 付 け準備 書面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面
針 に関する審査指針

12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面
機能を有する系統

26

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面
（21） ．月12日 付 け準備 書 面 （21）

1

添田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書 面 （22）

1



原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面

（23） ．月8日 付 け準備 書面 （23）
1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備 書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面

則 の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準
につ い て 29

伊方原発訴訟最 最高裁判所平成4年10月29日 第 第11準 備書面

高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面

（25） ．月15日 付 け準備 書面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10月30日 に発生 した福 第12準 備書面

故 ］ 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面 甲

員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1
4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8． 月30

日原子力安全委員会決定）
22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面

震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神 定論文 昭和55（1980） 年 に発 表 され 第14準 備書面
た深尾良夫 ・神 定健二 「日本海溝 の

内壁直下の低周波地震 ゾー ン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面
震 ・噴火予知研究観測センター長 を

務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高を用いたMtの 決定 一歴

史津波へ の応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価 の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面

地震 と同様の地震が三陸沖北部から
房総沖の海溝寄 りの領域内の どこで
も発生す る可能性 があるとする見

解 」
3

本件津波 平成23年3月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面

同研究所災害 リスク研究部門津波工
学研究分野今村文彦教授

20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火 山研究観測センター長谷岡勇市
郎教授

20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏
21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏
21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面
リス ク研 究 セ ンター研 究 コーデ ィ

ネーター酒井俊朗博士
21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定 した 「太平洋沿岸部地震津波
防災計画手法調査報告書」

49

7省 庁手引 建設 省 ，農 水省 ，水 産庁 ，運輸省 ， 第18準 備 書面

国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域 防災計画における津波対策

強化 の手引き」
49

日本海溝 ・千島 中央防災会議に設置 された 「日本海 第18準 備書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調 査会 による報 第18準 備書面

海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面

防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響を測るな どの試算
157

試算津波 平成20年 試算による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進 について 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面

班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面

発電所に対する津波 を起因 とした確

率論的 リスク評価 に関す る実施基
準 ：20111 20

津波評価技術2 土木学会 による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故に至 るおそれ がある事故 ・
26



大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

IAEA 国際原子力機関 第22準 備書面

1

IAEA事 務局 IAEAが 平成27年9月 に公表 し 第22準 備書面

長報告書 たIAEA福 島第一原子力発電所事

故事務局長報告書
1

IAEA技 術文 IAEA事 務局長報告書の附属文書 第22準 備書面

書2 で5巻 から成 る技術文書の うちの第
2巻

1

特に断 らない限 り答弁書 とは，平成25年9月5日 付 け答弁書 を指す。

P


